
 公契約大綱に基づき、公契約の適正化を進めることにより、公契約に対する府

民の信頼を確保し、府民福祉の増進及び地域経済の健全な発展に寄与するため、

次のとおり、入札契約制度等の改正を行いました。 

◆入札契約制度  http://www.pref.kyoto.jp/nyusatu/12500012.html
◆公契約大綱  http://www.pref.kyoto.jp/zaisan/1332829862915.html

１．低入札調査基準価格及び最低制限価格の見直し・・・・・・・1 

公契約大綱に基づき、最新の中央公共工事契約制度運用連絡協議会の価格算

定モデル式を適用しました。 

２．技術者の維持に係る評価方法の見直し（総合評価競争入札）・・3

担い手の育成・確保に取り組んでいる企業を評価するため、雇用の増大の程度に

応じ、加点することとしました。 

３．安全対策厳格化の試行・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

橋梁架設工事等、事故の発生が社会的に大きな影響を及ぼす工事について、事

故の発生を未然に防止し、安全対策の強化を図る観点から、低入札価格調査にお

ける安全管理体制の厳格な調査を実施することとしました。 

４．公共工事設計労務単価の改定・・・・・・・・・・・・・・・5

昨今の技能労働者の不足に伴う労働市場の実勢価格を適切に予定価格に反映

するため、平成２６年から４年連続で、例年の４月改定を前倒しして実施しました。 

５．インフレスライドの適用・・・・・・・・・・・・・・・・・6

既契約工事について、賃金等の急激な変動に対処するため、インフレスライドを適

用し、新労務単価等に基づく請負金額に変更することとしました。 

６．技術者配置に係る金額要件の改正に伴う配置技術者の変更・・7

平成２８年６月の建設業法施行令の一部を改正する政令の施行による技術者配

置に係る金額要件の改正に伴い、契約中の工事における技術者についても、変更

できることとしました。 
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１．低入札調査基準価格及び最低制限価格の見直し 

《建設工事》：低入札調査基準価格及び最低制限価格

１ 主旨 

公契約大綱に基づき、最新の中央公共工事契約制度運用連絡協議会の価格算定モ

デル式を適用しました。（平成 28年 4月モデル） 

２ 内容 

現場管理費に乗じる数値を 0.80 から 0.90 に改正 

○低入札調査基準価格

※ 新公契連モデル対応（平成 28年 4月モデル）
※ 範囲については改正なし（予定価格の 7.0/10～9.0/10） 

○最低制限価格（参考値） 

※ 新公契連モデル対応（平成 28年 4月モデル） 
※ 現場条件を考慮した補正係数 αは概ね 0.94～1.06程度の間で変動

３ 対象工事

調査基準価格：予定価格 1億円以上の工事 
最低制限価格：予定価格 1億円未満の工事

４ 適用期日

平成 28年 4月 1日以降に入札公告又は入札通知を行う工事から適用

《注意》平成 29年 4月 1日以降に入札公告又は入札通知を行うものは新公契連
モデル（平成 29年 3月モデル）を適用済

旧 新 

新 旧 



- 2 - 

《測量等業務》：最低制限価格
１ 主旨 

国の低入札価格調査基準価格算定式に準拠し、一部の業務について算定式を改正

しました。（平成 28年 4月モデル） 

２ 内容 

○測量業務 

※ 範囲については改正なし（予定価格の 6.0/10～8.0/10） 

○土木関係建設コンサルタント業務、補償コンサルタント業務 

※ 範囲については改正なし（予定価格の 6.0/10～8.0/10） 

○地質調査業務

※ 範囲については改正なし（予定価格の 2/3～8.5/10）

（参考：今回改正なし）

○建築関係建設コンサルタント業務  

※ 範囲（予定価格の 6.0/10～8.0/10）

３ 適用期日

平成 28年 4月 1日以降に入札公告又は入札通知を行う測量等業務から適用
《注意》平成 29年 4月 1日以降に入札公告又は入札通知を行うものは、新モデル

（平成 29年 3月モデル）を適用済

旧 新 

旧 新 

旧 新 
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２．技術者の維持に係る評価方法の見直し（総合評価競争入札）

１ 主旨 

担い手の育成・確保に取り組んでいる企業を評価するため、雇用の増大の程度に応じ、

加点することとしました。 

２ 評価項目（土木一式、ほ装工事） 

３ 評価方法

【現行】

技術職員の減少状況（H25-H28） 点数 

減少率 10%以内 0.5 点 

減少率が 10%を超えたものの内、減少率 20%以内又は 2人以内 0.25 点

減少率 20%超かつ 3人以上 0 点 

【改正後】

技術職員の増減状況（H25-H28） 点数 

10%＜増減率      又は  3 人以上の増 0.7 点 

0%≦増減率≦10%  かつ  2 人以内の増 0.6 点 

-10%≦増減率＜0% 0.5 点 

-20%≦増減率＜-10%  又は  増減率＜-20% かつ 2 人以内の減 0.25 点

増減率＜-20% かつ 3 人以上の減 0 点 

４ 適用期日等

 平成 28年 7月 1日以降に入札公告を行う工事から適用
 建築一式、電気、管工事も同様に改正

※1：25 百万円未満は所有する国家資格
※2：いずれかを選択
※3：ほ装工事では適用しない
※4：45百万円以上でも一部地域活性型を適用
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３．安全対策厳格化の試行

１ 主旨 

橋梁架設工事等、事故の発生が社会的に大きな影響を及ぼす工事について、事故の発

生を未然に防止し、安全対策の強化を図る観点から、低入札価格調査における安全管理体

制の厳格な調査を実施することとしました。

２ 対象工事

低入札価格調査制度対象工事のうち、橋梁架設工事等、事故の発生が社会的に大き

な影響を及ぼす工事（入札公告に記載） 

３ 内容 

 通常の低入札価格調査資料（様式１～１４）に加え、安全管理に係る資料（ＦＡＸ

で指示）の追加提出 

 調査資料に記載する下請負人の変更及び追加不可

 資料提出期限の短縮（開札日の翌日から２日以内） 

 調査資料提出の意向確認書の事前提出 

【意向確認書について】 

①「調査資料提出の意向確認書」を入札参加資格確認時に提出 

②入札額が低入札価格調査未満となった場合 

・調査資料を提出しない意向の者 

⇒ 入札は無効、指名停止等の措置の対象外 

・調査資料を提出する意向の者 

⇒ 厳格化の内容により低入札調査を実施 

資料不受理等※の場合、入札は無効、指名停止等の措置

※ 

４ 適用期日

平成 28年 11月 10日以降入札公告する工事から適用

①調査資料が提出期限までに提出できなかった場合 

②提出した資料が発注者に受理されなかった場合
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４．公共工事設計労務単価の改定

１ 主旨 

昨今の技能労働者の不足に伴う労働市場の実勢価格を適切に予定価格に反映するた

め、平成２６年から４年連続で、例年の４月改定を前倒しして実施しました。 

２ 内容（公共工事設計労務単価） 

職種 新単価 旧単価 上昇率

特殊作業員 18,800 円 18,900 円 -0.5%

普通作業員 18,100 円 18,200 円 -0.5%

とび工 22,100 円 21,600 円 2.3%

鉄筋工 21,700 円 21,200 円 2.4%

特殊運転手 18,500 円 18,600 円 -0.5%

型わく工 22,200 円 21,700 円 2.3%

大工 20,600 円 19,700 円 4.6%

交通誘導警備員 A 11,900 円 11,600 円 2.6%

※全 51業種で単価改定され、京都府の平均は上昇率は２．７％（全国平均 3.4%） 

３ 適用期日 

 平成 29 年３月以降の積算から適用 

４ 特例措置 

 平成 29 年３月１日以降に契約した工事等において、旧単価で予定価格を算出してい

る場合、その工事の受注者は、発注者に対し、新単価に基づく契約に変更するための

協議を請求できることとしました。 

（参考）設計労務単価の推移 
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出来高 残工事（B）

現請負額 残工事（B）に
対する変動後
の増額（A）

変更請負額

インフレスライド変更額
（今回増額）
A-B×1%

受注者負担
B×1%

【インフレスライド適用イメージ】

５．インフレスライドの適用

１ 主旨 

既契約工事について、賃金等の急激な変動に対処するため、インフレスライドを適用し、新

労務単価等に基づく請負金額に変更することとしました。 

２ 内容 

工事請負契約書第 25条第 6項の規定により、受注者は、工期内に急激な資材労務
単価等の変動が生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を発

注者に請求できます。 
【スライド額の算定】
 スライド額は、次式により算出する。

S＝P2-P1-（P1×1/100）
 この式において、S、P1及び P2は、それぞれ次の額を表すものとする。

S ：スライド額
P1：請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額
 （変動前残工事額）
P2：基準日における労務単価又は資材単価等を基礎として算出した P1に相当する額
 （変動後残工事額）

P1及び P2は、発注者積算額に当初契約の落札率を考慮して算出する。
P=発注者積算額×落札率

３ 対象工事

インフレスライド条項の適用対象工事は、次の全てを満足している工事とします。 

(1)労務単価の改定日の前に契約を締結している工事であること。 
(2)基準日において、残工期が 2ヶ月以上あること。 
(3)基準日において、残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代
金額の 100分の 1に相当する金額を超えていること。

４ 基準日

  スライド変更のための出来高を確認する日 
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６．技術者配置に係る金額要件の改正に伴う配置技術者の変更

１ 主旨 

平成２８年６月の建設業法施行令の一部を改正する政令の施行による技術者配置に係

る金額要件の改正に伴い、契約中の工事における技術者についても、変更できることとしま

した。 

２ 内容 

監理技術者の配置が必要となる

下請契約の金額

専任の現場配置技術者を必要

とする建設工事の請負代金額

現行 改正 現行 改正 

建築一式工事以外 3,000 万円 4,000 万円 2,500 万円 3,500 万円

建築一式工事 4,500 万円 6,000 万円 5,000 万円 7,000 万円

３ 契約中の工事における技術者の変更 

政令改正に伴い、技術者の配置要件が変更になる場合、下表の取扱により、協議によっ

て技術者の変更が可能。 

（例：建築一式工事以外の場合） 

請負金額 下請総額 技術者 

変更が認められる条件 

技術者の変更（交代）及び

配置要件等の変更を行う

場合 

配置している技術者は変

更（交代）せず、配置要件

等のみの変更を行う場合 

① ～25 未満 － 
主任（非専任） 

  →主任（非専任）

協議対象外 

（専任配置している場合は、➁と同様に扱う） 

②
25 以上 

 35 未満 
30 未満 

主任（専任） 

  →主任（非専任）

• 工程上一定の区切り、同
等の技術力、一定期間重

複配置（※1） 

• 継続性、品質確保等に支
障がないこと（※2） 

• 継続性、品質確保等に支
障がないこと（※2） 

③     〃 
30 以上 

 35 未満

監理（専任） 

  →主任（非専任）

④ 35 以上 30 未満 
主任（専任） 

  →主任（専任）
協議対象外 

⑤    〃 
30 以上 

 40 未満

監理（専任） 

  →主任（専任）

• 工程上一定の区切り、同
等の技術力、一定期間重

複配置（※3） 

• 継続性、品質確保等に支
障がないこと（※4） 

• 継続性、品質確保等に支
障がないこと （※4） 

⑥
35（40） 

以上 
40 以上 

監理（専任） 

  →監理（専任）
協議対象外 

４ 適用期日

 平成 28年６月１日から適用 

〔表中金額は百万円、アンダーラインは改正前の技術者〕

※1：「建設工事と技術者の配置について」第４の２（３）を準用。

※2：主任技術者に変更する場合は、当該工事の継続性、品質確保等、技術上の管理を適切に行うこと。

    監理技術者の場合は、主任技術者の職務に加え、下請負人の指導、監督等を適切に行うこと。

※3：専任を要する工事における技術者の変更は、原則、技術者の死亡、病気、工期延期、長期間工事など特別な場合に限ることとしている。

※4：※2 に加え、他の工事の技術者に配置できないことに留意すること。


